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あすなろクリーナース 運営規程

第１章 事業の目的 

（目的） 

第１条 社会福祉法人海陽会が設置するあすなろクリーナース（以下「施設」という。）

において実施する就労継続支援Ｂ型事業及び、生活介護事業に係る障害福祉サービ

ス及び施設入所支援事業（以下「施設障害福祉サービス」という）に関し、人員、

運営及び管理に関する事項を定め、利用者に対し、事業の適正な運営と適切な施設

障害福祉サービスの提供を図ることを目的とする。 

（運営の基本方針） 

第２条 就労継続支援Ｂ型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者に

対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じ

て、知識及び能力向上のために必要な訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 

 ２ 生活介護事業は、常時介護を要する利用者に対して、入浴、排泄又は食事の介

護、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の便宜を適切かつ効果的に行

う。 

 ３ 施設入所支援事業は、生活介護又は就労継続支援の対象者に対し、日中活動と

併せて夜間等において、必要な介護・支援、その他の便宜を適切かつ効果的に行

う。 

（主たる対象者） 

第３条 施設においてサービスを提供する主たる対象者は、身体障害者及び知的障害

者、精神障害者とする。 

（施設の名称等） 

第４条 施設の名称及び所在地等は、次のとおりとする。

 １  名 称   障害者支援施設 あすなろクリーナース 

 ２  所在地   上北郡野辺地町字上小中野８０番地１５

 ３  開設年月日 昭和５６年４月１日

 ４  管理者名  竹 内 由紀子

 ５  事業所番号 ０２１１１００１２８

 ６  電話番号  ０１７５－６４－０１７０ ＦＡＸ番号 ０１７５－６４－１１２９

第２章 運営方針

（運営方針）

第５条 施設は、利用者に対し自立した日常生活を営むことができるよう、就労訓練

や生産活動、創作的活動の機会の提供並びに入浴、排泄及び食事の介護、その他の

便宜を適切かつ効果的に行うものとする。

 ２ 施設は、法の理念に基づき、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立
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場に立って支援するように努めるものとする。 

 ３ 施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視し

た運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービスその他の保健医療サービスま

たは福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 

 ４ 施設は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律及び障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令に定める内容のほかそ

の他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

 ５ 職員はお互いに協力し、健全で明るく、しかも働き甲斐のある職場環境づくり

に努め、その運営に寄与するよう常に研鑽に努めるものとする。 

（提供拒否の禁止）

第６条 施設は、正当な理由がなく施設障害福祉サービスの提供を拒んではならない。

（訓練）

第７条 利用者の訓練は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立支援と日常生活

の充実に資するよう適切な技術をもって行うものとする。

 ２ 利用者に対し、その有する能力を活用することにより、地域生活を営むことが

できるようにするため、利用者の特性に応じた必要な訓練を行う。

 ３ 施設は、常に一人以上の職員を訓練に従事させるものとする。

 ４ 施設は、利用者に対して、利用者の負担により、施設の職員以外の者による訓

練を受けさせないものとする。

（介護）

第８条 生活介護事業の介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立支援と日

常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行うものとする。

 ２ 利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援

助を行うものとする。

 ３ おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えるものとする。

 ４ 利用者に対し、日常生活上必要な支援を適切に行うものとする。

 ５ 施設は、常に一人以上の生活支援員を介護に従事させるものとする。

 ６ 施設は、利用者に対して、利用者の負担により、施設の職員以外の者による介

護を受けさせないものとする。

（生産活動）

第９条 生産活動はクリーニングを実施する。

 ２ 利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて行うよ

うに努めるものとする。

 ３ 生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等については利用者に過重な負

担とならないように配慮するものとする。

 ４ 生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、

利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行うものとする。

 ５ 生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
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（工賃の支払い）

第１０条 生産活動に従事した利用者の工賃は、作業収入から原材料費、機械器具等

の備品費、消耗品費及びその他の諸経費を控除した額を支給する。

 ２ 利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水

準を高めるよう努めるものとする。

 ３ 工賃は工賃規程によって支払う。

（職場実習の実施）

第１１条 利用者が個別支援計画に沿って就労できるよう、施設外の実習先を確保す

るものとする。

 ２ 利用者の実習の受入先確保にあたっては、公共職業安定所、障害者就業・生活

支援センター及び聾学校、養護学校等の関係機関と連携して、当該実習の受入先

が利用者の適正や要望に応じたものになるように努めるものとする。

（求職活動支援の実施）

第１２条 利用者の公共職業安定所での求職登録等、利用者が行う求職活動を支援す

るものとする。

 ２ 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び聾学校、養護学校等の関

係機関と連携して、利用者の適正や要望に応じた作業開拓に努めるものとする。

（職場定着のための継続支援の実施）

第１３条 利用者職場定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係

機関と連携して、利用者が就職した日から６ヶ月以上、職場生活に置ける相談等の

支援を継続的に実施するものとする。

（心身の状況等の把握）

第１４条 利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスの状

況等の把握に努めるものとする。 

（障害福祉サービス事業者等との連携）

第１５条 他の障害者福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービス

を提供するものと緻密な連携に努めるものとする。

 ２ サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助行

うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との緻密な連携に

努めるものとする。

第３章 職員の職種、員数及び職務の内容 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第１６条 施設に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

 (１) 管理者 １名（常勤、専従） 

    管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等

を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
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 (２) サービス管理責任者 ２名（常勤、専従） 

    ①個別支援計画の作成等に関すること。

 ②利用者に対する継続的なサービス管理や、評価に関すること

 (３) 職業指導員５名（常勤、兼任５名） 

    利用者の作業に関して必要な技術習得の計画を立案し指導・支援を行う。 

 (４) 生活支援員４名（常勤、専従４名） 

    個別支援計画に基づきサービスの提供を行う。

 (５) 看護師 １名（常勤、兼任） 

    利用者の保健衛生について留意し、医師の指示に従って疾病者の看護と診療

及び服薬・健康管理についての指導行い記録を整備する。

 (６) 栄養士 １名（常勤、専従） 

必要な栄養管理と栄養指導を行う。嗜好調査等を実施し、給食計画を立案し、

健康保持に適した食事の献立を作成し、給食関係の記録を整備する。 

 (７) 調理員 ４名（常勤、専従１名、非常勤３名） 

    栄養士の献立に従って食材を調達し、清潔に保持し、衛生に留意し、給食調

理全般の業務を行う。

 (８) ボイラー技士 １名（常勤、兼任） 

 ボイラーの操作並びにボイラーに付属した設備及び当施設に付帯した諸施設

の管理に従事する。 

 (９) 医師 １名（非常勤、兼任） 

    施設の衛生管理全般の指導と支援計画に対する助言指導を行う。 

 ２ 業務の都合により必要があると認められるときは、法人理事長の承認を得て前

項に定める定数を超えて職員を置くことができる。 

第４章 利用定員及び営業日並びに利用契約

（利用定員） 

第１７条 施設の各事業の利用定員は次のとおりとする。 

     就労継続支援Ｂ型４０名 

     生活介護    ２０名

     施設入所支援  ４０名

（利用者） 

第１８条 利用者は、身体障害者手帳や愛護手帳、精神保健福祉手帳の交付を受け、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第２９条１の規定により、

市町村から介護給付費の支給決定を受けた者で、施設の事業を必要とする者（入院

治療を要する者を除く）とする。 

（営業日及び営業時間） 

第１９条 施設の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 (１) 就労継続支援Ｂ型、生活介護 

   ①営業日  月曜日から金曜日 

   ②営業時間 午前９時から午後４時まで 
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 (２) 施設入所支援 

   ①営業日  年間を通してとする。 

   ②営業時間 利用者が利用する日中活動事業の時間を除く終日とする。ただし、

健康上の理由等により日中活動を休む場合は、その時間も含む。

また、日中活動が休日の時は終日とする。 

（事業実施地域） 

第２０条 施設の事業実施地域は、次のとおりとする。 

 (１) 就労継続支援Ｂ型、生活介護 

   ①実施地域 上十三地域、平内町 

   ②その他  本人の希望や事情によっては他圏域から受ける場合もある。 

 (２) 施設入所支援 

   ①実施地域 青森県内全域 

（利用契約の締結） 

第２１条 施設の利用を希望する者は、施設に備える利用申請書に健康診断書を添え

て利用申込みを行い、管理者は『重要事項説明書』により施設の概要や提供される

サービスの内容、利用料の説明を行う。利用希望者がこれらに同意した場合、当法

人との間で『施設サービス利用契約書』を取り交わし、利用を開始する。

 ２ 利用契約を取り交わした利用者は、サービスの提供、内容に基づき、身元引受

書、その他必要な書類を提出し利用者となる。

（利用契約の終了） 

第２２条 利用者が施設サービス利用契約書に定める「契約の終了事由」に該当した

ときは、施設利用を終了する。 

第５章 サービス内容及び利用者に対する支援 

（サービス内容） 

第２３条 施設で行う施設障害福祉サービスの内容は、次のとおりとする。

 (１)就労継続支援Ｂ型 

  ①就労継続支援Ｂ型計画作成 

  ②生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供 

  ③就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練 

  ④就労への移行に向けた支援 

  ⑤相談支援や関係機関との連携への支援 

  ⑥その他の必要な援助 

 (２)生活介護 

  ①生活介護計画の作成 

  ②入浴、排泄及び食事等の介護 

  ③生活に関する相談及び助言 

  ④日常生活上の支援 

  ⑤創作的活動及び軽作業等の生産活動の機会の提供 
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  ⑥その他身体機能及び生活能力向上のための援助 

 (３)施設入所支援 

  ①日中活動とあわせて、夜間等における入浴、排泄及び食事の介護 

  ②日中活動とあわせて、夜間等における生活に関する相談及び助言 

（個別支援計画の作成） 

第２４条 管理者は、サービス管理責任者に個別支援計画の作成に関する業務を担当

させる。 

 ２ 個別支援計画の作成にあたっては、適正な方法により、利用者の能力やその置

かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて、利用者の希望する生

活や課題や明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支

援する上での適切な支援内容を把握するものとする。

 ３ 前項に規定する適切な支援内容の把握（以下「アセスメント」という）にあた

っては、利用者に面接して行うものとする。この場合においてサービス管理責任

者は面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得るものとする。

 ４ サービス管理責任者は、アセスメントの結果に基づき、利用者及びその家族の

生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための取り

組み課題、サービス支援の目標及び達成時期、サービス支援を提供する上での留

意事項等を記載した個別支援計画を作成するものとする。この場合には、施設が

提供するサービス以外の福祉サービス等の利用を含めて、個別支援計画に位置付

けるように努めるものとする。

 ５ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議（利用者に対するサー

ビスに携わる担当者を招集して行う会議をいう）を開催し、前項に規定する個別

支援計画の内容について意見を求めるものとする。

 ６ サービス管理責任者は、個別支援計画の内容について利用者又はその家族に対

して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。

 ７ サービス管理責任者は、個別支援計画を作成した際には、当該個別支援計画書

を利用者に交付するものとする。

 ８ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、少なくても６ヶ月に一回以上

定期的に、個別支援計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメ

ントを含む）を行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行うものとする。

 ９ 前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という）にあたっては、

利用者と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるとこ

ろにより行うものとする。

  ①定期的に利用者と面接すること。

  ②定期的にモニタリングの結果を記録すること。

（サービスの取り扱い方針） 

第２５条 サービスの提供は、支援計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならない

よう配慮して行う。

 ２ 職員は、サービスの提供に当たって、利用者又はその家族に対して、必要事項

をわかりやすく説明する。

 ３ 利用者本人又は他の利用者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
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 ４ サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

（食事）

第２６条 利用者に食事の提供を行う場合は、当該食事提供にあたり、あらかじめ利

用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得るものとする。

 ２ 食事を提供する場合は利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に行

うとともに、利用者の年齢や障害の特性によって、適切な栄養量及び内容の食事

提供を行うため、必要な栄養管理を行うものとする。

 ３ 食事の時間はおおむね次の時間とする。 

  ①朝食  午前８時～

  ②昼食  午後１２時～ 

  ③夕食  午後５時～

 ４ 給食上の事故防止のため次の措置を講じるものとする。 

  ①食品保存に当たっての腐敗等変質防止及び安全確保に努める。 

  ②原材料及び調理済み食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール等）

に密封して入れ、－２０℃以下で２週間以上保存する。 

（衛生管理） 

第２７条 常に施設内外の環境整備と利用者の衛生の保持に留意し、次の実施に努め

る。 

  ①衛生知識の普及指導 

  ②入浴は日曜日を除いた毎日実施する。介助浴者は週３回の入浴とする。 

  ③その他必要な事項 

（健康管理）

第２８条 施設の医師または看護師は、必要に応じて健康保持のため次の実施に努め

る。

  ①年２回以上の定期健康診断 

  ②嘱託医による月３回以上の診療 

  ③利用者の負傷又は軽度の疾病に対する応急治療 

  ④給食調理業務従事者の月１回以上の検便 

  ⑤その他必要な事項 

（利用者の入院期間中の取り扱い） 

第２９条 利用者が医療機関に入院する必要が生じた時、３ヶ月以内の退院が明らか

に見込まれる場合には、本人及び家族の希望等を勘案して必要に応じて適切な便宜

を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設を円滑

に利用できるようにする。 

（相談援助） 

第３０条 利用者又はその家族に対して、その相談に応じるとともに、必要な助言そ

の他の支援を行う。 

 ２ 利用者と面接、相談の機会を積極的につくり、その状況に応じて個別的もしく

は集団的方法によって適切な支援を行う。 
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第６章 サービス利用の留意事項及び利用者から受領する費用 

（日課の励行） 

第３１条 利用者は、日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦を図る。 

（外出及び外泊） 

第３２条 利用者が外出・外泊をする場合には、所定の手続きにより管理者に届け出

る。 

（面会） 

第３３条 利用者に面会しようとする者は、その旨を施設に申し出て、了解を得てか

ら利用者面会簿に記載し面会するものとする。 

（健康保持） 

第３４条 利用者は健康に留意するものとし、施設で行う健康診断等は、特別な理由

がない限り受診する。

（衛生保持） 

第３５条 利用者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために施設に協力

する。 

（禁止行為） 

第３６条 利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。

  ①宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由

を侵すこと。

  ②けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。 

  ③施設の秩序、風紀を乱し、完全衛生を害すること。

  ④指定した場所以外で火気を用いること。

  ⑤故意に施設もしくは物品に損害を加え、またはこれを持ち出すこと。 

（損害賠償） 

第３７条 利用者が故意または過失により施設の設備、材料、物品などを滅失または

破損したときは、破損額の全部または一部を弁償させる場合がある。

（利用者から受領する費用） 

第３８条 施設は、施設障害福祉サービスを提供した際は、利用者から当該施設障害

福祉サービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。

 ２ 法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供した際は、前項に掲げる

利用者負担のほか、法２９条第３項の規定により算定された介護給付費・訓練等

給付費の額の支払いを受けるものとする。 

 ３ 施設は前２項の費用の支払いを受ける額のほか、施設障害福祉サービスにおい

て提供する次に揚げる費用は有料とし、費用は重要事項説明書に定め支払いを利

用者から受けるものとする。 

  ①食事の提供を受けた者。
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  ②施設入所支援サービス利用者で居住部分に係る光熱水費。

 ４ 支払いを受けた場合は、当該費用にかかる領収書を利用者又はその扶養義務者

に対して交付する。

 ５ 施設は、前３項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者

に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る

ものとする。

第７章 非常災害対策及び緊急時等における対応 

（非常災害対策） 

第３９条 非常災害に備えて必要な設備を設け、消防、避難に関する計画を作成する。

 ２ 施設の定期総合避難訓練は、年２回以上行わなければならない。

 ３ 平素の避難訓練は管理者が計画し、予告し、または予告しないで毎月行うもの

とする。 

（緊急時等における対応） 

第４０条 職員は、施設障害福祉サービスの提供を行っているとき、利用者に病状の

急変が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとと

もに、管理者に報告する。状況に応じて応急措置や医療機関への移送等の必要な措

置を講ずるものとする。 

 ２ 施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害

賠償を速やかに行う。ただし、施設の責に帰すべかざる事由による場合は、この

限りではない。 

第８章 その他施設の運営に関する重要事項 

（受給資格等の確認） 

第４１条 サービスの提供を求められた場合は、その受給者証によって、受給者、扶

養義務者、交付年月日、市区町村、支給期間、支給量、障害支援区分及び利用者負

担額を確かめる。 

（施設利用の記録の記載） 

第４２条 施設利用に際して、利用開始年月日、施設の種類・名称を受給者証に記載

する。また、利用の終了に際しては、終了年月日を受給者証に記載する。

（利用者に関する市町村への通知） 

第４３条 利用者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその

旨を市町村に通知する。

  ①正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、障害支援

区分を悪化させたと認められるとき。

  ②偽りその他不正行為によって支援給付を受け、または受けようとしていると

き。 
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（勤務体制の確保等） 

第４４条 施設は、利用者に対し適正な施設障害福祉サービスを提供できるよう、事

業毎に職員の勤務体制を定めておくものとする。

 ２ 施設は、事業毎に当該事業の職員によって施設障害福祉サービスを提供するも

のとする。ただし、利用者の支援に直接影響をおよぼさない業務については、こ

の限りではない。

 ３ 施設は、職員の資質向上のために、研修の機会を確保するものとし、事業計画

書等に研修計画を詳らかにするものとする。 

（衛生管理等） 

第４５条 設備等の衛生管理に努め、または衛生上必要な措置を講じると共に、医療

品・医療器具の管理を適正に行う。

 ２ 感染症の発生、蔓延を防ぐために必要な措置を講じる。 

（秘密保持等） 

第４６条 従業員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密

を漏らしてはならない。

 ２ 退職者等が、正当な理由なく業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏

らさぬよう、必要な措置を講じるものとする。 

（苦情処理） 

第４７条 利用者からの苦情を迅速かつ適切に対応するため、「あすなろクリーナー

ス苦情解決要綱」により、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員等を選任

するとともに、必要な措置を講ずる。 

 ２ 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。

 ３ 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、または市

町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。

市町村から指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。

 ４ サービスに関する利用者からの苦情に関して、青森県運営適正化委員会の調査

に協力すると共に、青森県運営適正化委員会からの指導または助言を得た場合は、

それに従い、必要な改善を行う。 

（セクシャル・ハラスメント） 

第４８条 利用者のセクシャル・ハラスメントに迅速に対応するため、「セクシャル・

ハラスメントの防止等に関する要綱」により、担当者を選任するとともに、必要な

措置を講ずる。

 ２ セクシャル・ハラスメントの相談担当者は、苦情受付担当者があたり、専門相

談員は苦情処理第三者委員が兼務する。 

（虐待防止） 

第４９条 利用者に対する身体的虐待､性的虐待､ネグレクト､心理的虐待等の虐待を

未然に防止するために、研修等を通して職員の知識や技術の習得に努め、人権意

識を周知徹底する。



11

 ２ 掲示物を施設内の見やすい場所に掲示し自覚を促す。 

 ３ 個々の状況に応じた個別支援計画を作成し、適切な支援を行う。 

（地域との連携） 

第５０条 運営に当たって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行うなど、

地域との交流に努める。

（会計の区分） 

第５１条 施設障害福祉サービス事業の会計は、事業毎に行う。

（事業計画及び事業報告） 

第５２条 施設は毎年度、収支予算計画書、事業の重点目標、支援計画、職員の業務

分担、その他の事業の運営に関する事業計画を定めるものとする。

 ２ 毎年６月末日までに前年度収支決算書及び事業報告書を提出する。 

（記録の整備） 

第５３条 職員、設備及び会計に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保

存する。 

（その他） 

第５４条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人海陽

会と管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

附 則

 １ 重度身体障害者授産施設あすなろクリーナース管理規程（昭和５６年４月１日

制定）は、廃止する。

 ２ この規程は、平成１８年１月２１日から施行する。

 ３ 平成１８年４月１日一部変更。

 ４ 平成１８年１１月２５日一部変更。 

 ５ 平成１９年３月２０日一部変更。 

 ６ 平成２３年３月１９日一部変更。 

 ７ 平成２５年４月１日一部変更。 

 ８ 平成２５年８月１日一部変更。 

 ９ 令和３年６月１７日一部変更。 

 １０ 令和５年２月１７日一部変更。令和５年４月１日から施行する。 
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あすなろクリーナース 運営規程の一部変更について

変更前 変更後 摘 要

（営業日及び営業時間） 

第 19 条 施設の営業日及び営業時

間は、次のとおりとする。 

(1)就労継続支援Ｂ型、生活介護 

①営業日 月曜日から金曜日 

②営業時間 午前９時から午後４

時２０分まで 

（営業日及び営業時間） 

第１９条 施設の営業日及び営業

時間は、次のとおりとする。 

(１)就労継続支援Ｂ型、生活介護

①営業日 月曜日から金曜日 

②営業時間 午前９時から午後４

時まで 


